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か
ら
意
見
は
言
え
な
い
の
か
。

Ａ
： 
各
種
団
体
等
で
傍
聴
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
平
均
す
る
と
少
な
い
。

ま
た
、
傍
聴
席
か
ら
の
発
言
は
で

き
な
い
。

ふ
る
さ
と
納
税

Ｑ
： 

ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
付
者
に
つ
い

て
、
大
崎
町
出
身
者
が
何
名
く
ら

い
な
の
か
。

Ａ
： 

町
出
身
者
の
場
合
は
、
約
10
名
程

度
で
親
族
を
合
わ
せ
て
1
0
0
名

位
で
あ
り
、
全
寄
付
者
の
１
％
に

満
た
な
い
。

高
速
道
路
の
工
事

Ｑ 

：
現
在
、
高
速
道
路
の
工
事
中
で

あ
る
が
、
現
道
の
勾
配
が
か
な
り
き

つ
く
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
何

か
対
策
は
出
来
な
か
っ
た
の
か
。
ま

た
、
町
当
局
と
の
協
議
や
関
係
者
へ

の
報
告
は
あ
っ
た
の
か
。

Ａ 

：
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
、
道
路

の
勾
配
が
８
％
、
延
長
が
80
メ
ー
ト

ル
で
施
工
さ
れ
る
。

防
災
無
線
関
係

Ｑ
： 

大
崎
町
老
連
で
ラ
ジ
オ
体
操
を
防

災
無
線
で
流
し
て
ほ
し
い
と
い
う

要
望
書
を
提
出
し
た
が
、
で
き
な

い
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
防
災
無

線
の
使
用
可
能
な
内
容
を
明
確
に

示
し
て
ほ
し
い
。

Ａ
： 

管
理
運
用
等
に
関
す
る
規
則
に
よ

る
と
放
送
は
困
難
で
あ
る
。

ご
み
出
し
用
の
袋

Ｑ
： 

今
年
に
入
っ
て
か
ら
ご
み
出
し
用

の
袋
が
少
し
変
わ
っ
た
が
使
い
づ

ら
い
。
変
わ
っ
た
理
由
は
何
か
。

Ａ
： 
袋
代
が
少
し
上
が
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
衛
生
自
治
会
で
議
論
さ
れ
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、

最
終
的
に
金
額
が
若
干
安
い
現
在

の
袋
に
決
定
し
た
。

大
丸
地
区

リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学
基
金
の
財
源

Ｑ
： 

新
聞
報
道
等
で
中
国
が
廃
プ
ラ
を

買
わ
な
く
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
た

が
、
リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学

基
金
の
財
源
に
は
問
題
な
い
か
。

Ａ
： 

財
源
は
収
集
さ
れ
た
資
源
ゴ
ミ
の

売
買
益
金
と
ふ
る
さ
と
納
税
、
ま

た
民
間
企
業
か
ら
の
寄
附
を
充
て

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
町

の
分
別
は
適
正
で
あ
り
、
影
響
は

な
い
。

広
報
紙
（
10
月
号
）
の
掲
載
記
事
の
誤
り

Ｑ
： 

町
広
報
誌
の
職
員
給
与
の
記
述
に

誤
り
が
あ
る
よ
う
だ
が
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。

Ａ
： 

確
認
し
た
上
で
早
め
に
訂
正
さ
せ

た
い
。
（
11
月
号
で
訂
正
済
み
）

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
報
酬

Ｑ
： 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
報

酬
が
大
崎
町
は
安
い
の
で
は
な
い

か
。

Ａ
： 

仕
事
内
容
か
ら
精
査
す
る
必
要
が

あ
る
。

止
水
栓
の
破
損

Ｑ
： 

大
崎
町
で
は
民
有
地
に
あ
る
水
道

施
設
は
、
水
道
メ
ー
タ
ー
器
以
前

で
あ
っ
て
も
地
権
者
払
い
で
あ
る

が
、
志
布
志
市
で
は
供
給
設
備
と

し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
他
の
自

治
体
の
状
況
も
考
慮
し
て
い
た
だ

き
た
い
が
ど
う
か
。

Ａ
： 

本
町
で
は
「
給
水
負
担
金
」
を
い

た
だ
い
て
い
な
い
た
め
、
敷
地
内

は
個
人
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

議
事
録
関
係

Ｑ
： 

役
場
ロ
ビ
ー
に
議
会
議
事
録
が
備

え
ら
れ
て
い
る
と
の
事
だ
が
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
他
の
市
町
村
が

情
報
開
示
を
進
め
る
中
、
議
会
終

了
後
３
ヶ
月
以
内
に
は
議
事
録
を

備
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ
： 

議
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
住

民
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
役
場
ロ

ビ
ー
と
図
書
館
に
設
置
し
て
あ

る
。
今
後
は
出
来
る
だ
け
早
く
設

置
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

外
部
評
価
委
員
制
度
等
の
検
討

Ｑ
： 

大
崎
町
は
外
部
評
価
委
員
制
度
が

あ
る
が
、
職
員
の
士
気
を
高
め
る

公民分館役員会と同日開催の語る会


